
市・府民税・森林環境税（国税）は、その年の1月1日時点で住所のある市町村で課税されます。
そのため、令和8年1月1日時点で豊中市に住所があった方は、一年分を豊中市に納付することになります。
転出先の市では、令和8年度の市・府民税・森林環境税（国税）は課税されません。

○住民税に関する事項

非上場株式の
少額配当等を含む
配当所得の金額

都道府県、市町村
への寄附

（特例控除対象）

共同募金、日赤
その他の寄附

都道府県
条例指定寄附

市区町村
条例指定寄附

給与、公的年金等以外の
所得に係る住民税の徴収方法

特別徴収 自分で納付
住

民

税

※納税通知書到着直後は電話と窓口が大変混み合います。

※窓口にお越しいただく際には、同封の納税通知書をご持参ください。

※庄内・新千里出張所には税務担当職員がおりませんので、窓口でのご相談は本庁のみの受付となります。

確定申告書の提出期限である令和8年3月16日以前に申告をしていたとしても、管轄である豊能税務署以外の税務
署で申告をされた場合や、地方自治体への情報連携が遅れた場合等につきましては、6月中旬送付分の決定に間に合
わないことがありますのでご了承ください。
この場合、税額が変更となる方につきましては、次月以降で税額変更等を行い納税通知書によりお知らせいたします。

２についての詳細は、P.8「①今年度から特別徴収が始まる人」「③仮徴収と年税額の差額が普通徴収になる人」を
ご覧ください。　

① 市民税・府民税・森林環境税　納税通知書
課税の計算明細、根拠および納付いただく金額などを記載しています。再発行できないため、大切に保管して

ください。

② 納付書
市・府民税・森林環境税（国税）を現金やキャッシュレス決済で納める際に使用する納付書です。市・府民税・
森林環境税（国税）が全て年金から引き落とされている場合や、口座振替をご利用中の場合などは、納付書を同
封していません。

③ 令和8年度　市・府民税・森林環境税（国税）のしおり（本紙）
課税の計算方法やよくあるご質問、年金特別徴収に関する内容などを掲載しております。お問い合わせいた
だく前に是非ご一読ください。
なお、掲載内容は最新の課税年度のものとなります。過年度分の決定（変更）については、計算方法等が異な
る場合があります。過年度分のしおりにつきましては、豊中市ホームページからご確認ください。

④ 納付の手引き
納付に当たり、事前にご確認いただきたい内容などを掲載しております。市・府民税のしおりとあわせてご一
読ください。

確定申告に関すること

日ごろは、税務行政にご協力をいただきありがとうござ
います。
市・府民税・森林環境税（国税）納税通知書・決定通知書

（変更通知書を含む）をお届けします。この市・府民税は、地
方税法及び豊中市市税条例の規定により、森林環境税
（国税）は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律
により課税されます。
森林環境税(国税)とは、令和6年度(2024年度)から国
内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町
村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000
円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環
境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
内容等をご確認のうえ、各納期限までに納付書裏面に
記載の方法で納付していただきますようお願いします。

雑所得は、給与所得や営業所得などの複数ある所得の種類のいずれにも該当しない所得のことをいいます。

1月1日時点でご存命の人には、その年の市・府民税・森林環境税（国税）がかかります。

「年金振込通知書」に記載されている税額は、今年度の市・府民税・森林環境税（国税）が決定する前の見込金額です。

確定申告書第2表の「住民税に関する事項」欄に寄附金額を記入していない場合は、市・府民税・森林環境税（国税）に
反映されません。

年金に関すること

令和８年度における市・府民税の制度に変更点はありますか？
税制改正による主な変更点は下記のとおりです。
給与所得控除額の変更
家内労働者等の所得計算の特例における必要経費額（55万円→65万円）
扶養控除の適用範囲（合計所得金額48万円以下→58万円以下）
勤労学生控除が適用される合計所得金額（75万円以下→85万円以下）
配偶者特別控除の適用範囲の変更と特定親族特別控除の創設　　など

その他、詳細については豊中市ホームページの「令和８年度市・府民
税の主な変更点」のページでご確認ください。

働いていないのに、市・府民税・森林環境税（国税）が課税されるのはなぜですか？
市・府民税・森林環境税（国税）は、前年1月1日～12月31日の所得に対して課税されますので、現在収入がなくても前
年中の所得が一定額以上あれば市・府民税・森林環境税（国税）がかかります。詳しくは、P.5「　市・府民税・森林環境税
（国税）が課税される人」をご覧ください。

お問い合わせに際して、ご理解とご協力をお願いいたします～ ～
　納税通知書が郵送される６月中旬以降多くの方がご来庁されるため、６月中は例年待ち時間が非常に長く
なっております。混雑状況により、待合スペースでお待ちいただくことができない場合があります。
※特に朝一番～午前中にかけては窓口が大変混みあいますので、午後からの来庁をおすすめします。

　課税根拠など市・府民税・森林環境税（国税）に関する内容については、市民税課の窓口・お電話にてお問い合
わせを受付しておりますが、下記の点にご理解とご協力をお願いいたします。
　皆さまにはご不便をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

窓口にお越しの場合

〇同封物一覧

　来庁を避け、お電話での問い合わせが大変混みあうことが予想されます。時間帯により、つながりにくい状態と
なる場合があります。

お電話でのお問い合わせの場合

「　よくあるご質問」で解決できなかった場合は、市民税課窓口又はお電話にてお問い合わせく
ださい。

お問い合わせ先について2

8
6

通 知 番 号

金融機関名

（ 支 店 名 ）

口 座 番 号

（口座名義人）

お問合せ
番号

お問い合わせの際は、
こちらの番号をお申し
出ください。

○ ○ ○ ○

お問い合わせ先について

市・府民税・森林環境税（国税）が課税される人
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年金特別徴収の対象となる人については、P.8「　公的年金等からの引き落としについて」をご覧ください。8

年金特別徴収の対象となる人については、P.8「　公的年金等からの引き落としについて」をご覧ください。

年金収入に対する市・府民税・森林環境税（国税）を、給与から差し引くことはできますか？

8

「収入」とは、給与や年金（遺族・障害年金は除く）などの支払い総額（税金や保険料などを差し引く前の金額）のことを
いいます。
「所得」とは、収入から必要経費を差し引いたものをいい、市・府民税・森林環境税（国税）の計算には「所得」を使いま
す。給与・年金収入は、必要経費のかわりに、収入額に応じた一定の式で控除額が計算され、収入金額から差し引かれます。
　詳しくは、P.6「　(2)所得について」をご覧ください。7

詳しくは、P.6「　(3)所得控除について」をご覧ください。

基礎控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除

7

お問い合わせをいただく前に、下の「　よくあるご質問」をぜひご確認ください。お問い合わせ内
容に対する回答が見つかるかもしれません。
また、納税に関する内容は、別添の納付の手引きをご確認ください。

よくあるご質問1 ※年金に関するご質問はP.3をご覧ください。

一般的なこと

市・府民税・森林環境税（国税）額が高くなる要因は、所得金額が上がるか、控除金額が下がるかのいずれかです。昨
年の納税通知書の課税明細の内容を比較してご確認ください。
また、控除の適用や非課税の判定には、一定の所得要件があり、その要件を満たしていないと控除が受けられなく
なったり、新たに課税されることがあります。詳しくは、P.5「　市・府民税・森林環境税（国税）が課税される人」をご覧く
ださい。
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豊中市　市民税　税制改正

令和8年度(2026年度）市・府民税・森林環境税(国税)のしおり

課税根拠など市・府民税・森林環境税（国税）の内容については
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還付については、P.5「 　還付の手続きについて」
をご覧ください。

※2※3

110
110 123

123

●パートやアルバイトも給与収入のため、課税対象となります。
●健康保険の扶養については、この基準とは異なります。
※1　この事例の所得控除は、基礎控除のみで設定しています。
※2　被扶養者が配偶者の場合、123万円を超えても配偶者特別

控除が適用されることがあります。
※3　被扶養者が満19歳から満22歳の特定扶養親族の場合、123

万円を超えても特定親族特別控除が適用されることがあります。

寡 婦
ひとり親（女性）
ひとり親（男性）

58万円超～95万円以下

中旬頃に送付を予定しています。

地方税法第321条の7の2の規定により、次の①～③の条件全てに当てはまる人
①令和8年4月1日現在65歳以上で、老齢基礎年金等を受給している人
②老齢基礎年金等が年間18万円以上で、所得税・介護保険料・国民健康保険料（又は後期高齢者医療保険料）を引いた額が市・府民税・森林環境税（国
税）額より大きい人
③介護保険料の特別徴収対象者である人

年金所得に対する市・府民税・森林環境税（国税）のみが引き落としの対象になります。（遺族年金・障害年金は除く）
介護保険料が引き落としされている公的年金等からの引き落としになります。

　火災や風水害などの天災にあった人や生活保護を受けている人、会社
都合で失業した人など、市・府民税・森林環境税（国税）を納めることが困
難であると認められる人は、条例等の定めるところにより減免の対象にな
る場合がありますので、市民税課までご相談ください。

ただし、上場株式等の配当所得で申告
分離課税を選択した場合は、配当控除の
適用はありません。

給与所得者の総所得金額を計算する際に、下記①、②のいずれかに当てはまる方は、下表で算出された金額を給与所得の金額から控除します。

123万円超～150万円以下
150万円超～155万円以下
155万円超～160万円以下
160万円超～165万円以下
165万円超～170万円以下
170万円超～175万円以下
175万円超～180万円以下
180万円超～185万円以下
185万円超～188万円以下
188万円超

その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、次のⅠ）からⅢ）のいずれかに該当する方
Ⅰ）本人が特別障害者に該当する方
Ⅱ）年齢23歳未満の扶養親族を有する方
Ⅲ）特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する方

※①、②の両方にあてはまる場合は、①の控除後、②を控除します。

その年分の給与所得の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える方

{給与等の収入金額（1,000万円超の場合は1,000万円）－850万円}×10％

{給与所得（10万円超の場合は10万円）＋公的年金等に係る雑所得（10万円超の場合は10万円）}－10万円

対象者

①

②

控除金額の算出式

58万円超～85万円以下
85万円超～90万円以下
90万円超～95万円以下
95万円超～100万円以下
100万円超～105万円以下
105万円超～110万円以下
110万円超～115万円以下
115万円超～120万円以下
120万円超～123万円以下
123万円超

（７）所得金額調整控除について

4,000円 2,000円 2,000円 2,000円

「年金特別徴収の残り分を含む普通徴収税額」を4回に分ける。
第2期から第4期の1,000円未満の金額を第1期に寄せる。
（普通徴収税額が全体で5,300円以下の場合は、全額1期のみでの納付になります。）

※東日本大震災をふまえた市・府民税均等割額の500円ずつの引き上げは令和５
年度で終了しました。

※大阪府では、令和6年度～令和9年度まで自然災害対策等の財源（森林環境税）を
確保するため、府民税均等割額に300円加算します。

※令和6年度より市・府民税均等割額に森林環境税（国税）の1,000円が同時に加算
され課税されます。
森林環境税（国税）については、豊中市ホームページの「森林環境税および森林環
境譲与税について」からご確認ください。

123万円超～160万円以下
160万円超～165万円以下
165万円超～170万円以下
170万円超～175万円以下
175万円超～180万円以下
180万円超～185万円以下
185万円超～190万円以下
190万円超～197.2万円未満
197.2万円以上～201.6万円未満
201.6万円以上

58万円超～95万円以下
95万円超～100万円以下
100万円超～105万円以下
105万円超～110万円以下
110万円超～115万円以下
115万円超～120万円以下
120万円超～125万円以下
125万円超～130万円以下
130万円超～133万円以下
133万円超

58万円以下

★特定親族特別控除について

控除額

特
定
親
族
特
別
控
除

該
当
年
齢
親
族
の
所
得
等

45万円
45万円
45万円
41万円
31万円
21万円
11万円
6万円
3万円

適用不可

3

4

8

5 6

7 8

4

ひ と り 親 控 除

特 定 親 族 特 別 控 除

30万円

P.6「★配偶者控除・配偶者特別控除について」を
ご覧ください。

P.7「★特定親族特別控除について」をご覧くださ
い。

43万円　※合計所得金額が2,400万円以下の場合

※印は合計所得58万円以下の配偶者・扶養親族がいる場合に適用されます。　◇印は令和7年12月31日現在の年齢です。

●支払った地震保険料×1/2（限度額25,000円）

●旧長期損害保険料の支払金額が

①5,000円以下の場合　　　　　　　　　　　　　　　　  支払額全額

②5,000円超15,000円以下の場合　　　　　支払額×1/2＋2,500円

③15,000円を超える場合　　　　　　　　　　　　　　　 10,000円

1,950,000円

（1,000円未満切捨）

770万円～1,000万円未満
1,000万円以上

1,000万円以上
770万円～1,000万円未満

S36.1.2

S36.1.1

業務に係るもの

※2　公的年金等所得計算表（公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合）

600,000円

685,000円
1,455,000円

685,000円
1,455,000円
1,955,000円

1,955,000円

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超の場合は計算方法が異なります。

所
得
金
額
調
整
控
除
の
要
件
に
該
当
す
る

場
合
は
、（
７
）所
得
金
額
調
整
控
除
に
つ
い
て

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

650,999円
1,900,000円
3,599,999円
6,599,999円
8,499,999円

0円
651,000円

1,900,001円
3,600,000円
6,600,000円
8,500,000円

0円
給与収入ー 650,000円

収入と所得の違いについては、P.6をご覧ください。

納税義務者（令和8年1月1日現在の住所）

均等割・森林環境税（国税）

均等割・所得割・森林環境税（国税）
均等割（年間4,300円）

均等割・森林環境税（国税）の非課税措置の計算方法：合計所得金額≦35万円×（控配+扶養親族の人数+1）+21万円+10万円
所得割の非課税措置の計算方法：総所得金額等≦35万円×（控配+扶養親族の人数+1）+32万円+10万円

450,000円
1,010,000円
1,360,000円
1,710,000円

450,000円
1,120,000円
1,470,000円
1,820,000円

①前年の合計所得金額が、左の表以下である人
（4名以上の計算方法は表の下参照）
②令和8年1月1日時点で、下記いずれかに該当する人

●障害者、未成年者※2、寡婦、ひとり親に該当する人で、前年
の合計所得金額が135万円以下の人

●生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
※2　婚姻経験のない18歳未満の方を指します。

納期限を過ぎると、その翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額に各年の延滞金特例基準割合（租税特別措置法第93条第2項に規定する
平均貸付割合に年1％の割合を加算した割合）に年7.3％の割合を加算した割合か、年14.6％の割合のいずれか少ない割合（納期限の翌日から1カ
月を経過する日までの期間につきましては、延滞金特例基準割合に年1％の割合を加算した割合か、年7.3％の割合のいずれか少ない割合）を乗じて
計算した額の延滞金を加算して納付していただきます。

※
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※1

※1　豊中市内に住民票を置いていない場合でも、環
境・消防等の様々な行政サービスを受けているこ
との応益性の観点から、均等割が課税されます。

均等割および森林環境税（国税）の税額※

森林環境税（国税）
1,000円1,300円3,000円

本人の合計所得金額

また、市・府民税の住宅ローン控除の上限額は97,500円です。ただし、居住開始年月日が平成26年4月1日以降で、一定の要件を満たす場合の上限額
は136,500円になります。詳しい要件等については、豊中市ホームページの「税額控除の種類と計算」からご確認ください。 豊中市　税額控除の種類と計算

市・府民税・森林環境税（国税）が課税される人

均等割・所得割・森林環境税（国税）がかからない所得限度額

次のいずれかに該当する人は均等割・所得割・森林環境税（国税）
がかかりません。

森林環境税および森林環境譲与税について

税額の計算方法について
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95万円超～100万円以下

年税額120,000円

年税額150,000円

年税額20,000円

「年税額の半分」を2回に分ける 「年税額の半分」を3回に分ける

「今年度の年税額ー仮徴収額」を3回に分ける

30,000円

15,000円 15,000円

30,000円

今年度の年税額：120,000円　の場合

前年度の年税額：120,000円
今年度の年税額：150,000円　の場合

前年度の年税額：90,000円
今年度の年税額：40,000円　　の場合

８月分から15,000円を引き落とすと、今年の年税
額40,000円を超えてしまうため、８月分以降を中
止し、差額の10,000円は他の所得に対する税額と
合わせて普通徴収で納付いただきます。

4月と6月の仮徴収の合計額が、今年の年税額
20,000円を超えたため、差額の10,000円が還付
になります。
（ただし、法律の定めにより納期限到来済みの未納の
税額に充当する場合があります。）

前年度の年税額：90,000円
今年度の年税額：20,000円　　の場合

※差額分の還付金を、納期限が到来していない税額に本人の同意なく充当することはできません。

※「配当割額・株式等
譲渡所得割額」によ
る還付がある場合
は、還付の書類を別
途お送りします。

年 税 額

所 得 割 額（百円未満切捨）

森林環境税（国税）
1,000円

均等割額

4,300円

市民税
3,000円

府民税
1,300円・配当割額控除

・株式等譲渡所
得割額控除 

課税標準額
（千円未満切捨） 税　  率 税額控除

合計
所得
金額

所得
控除
合計

市民税
6％

府民税
4％

分離課税は税率が異
なります

繰越控除や分離所得
がある場合は計算方
法が異なります。

・調整控除
（※「税額控除額」欄は

下記の合計です）

・配当控除

・住宅借入金等
特別税額控除

・寄附金税額控除

・外国税額控除

30,000円

年税額40,000円

※制度改正前（令和7年度まで）の控除差に準拠するため、実際の控除差とは異なります。
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